
 

 

令和５ 年度 

宇美須恵都市計画 

特定用途制限地域の決定 

 

（ 宇美町決定）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇 美 町 

  

（案）



宇美須恵都市計画特定用途制限地域の決定（ 宇美町決定）  

都市計画特定用途制限地域を 次のよ う に決定する。  

種 類 面 積 
制 限 す べ き 特 定 の 

建 築 物 等 の 用 途 の 概 要 
備 考 

特定用途制

限地域 

（ Ａ 田園居

住地区）  

約 

58. 4ha 

以下の建築物を 建築し てはなら ない。  

( 1)  法別表第２ （ と ） 項 第一号から 第五号に掲げ

る も の 

( 2)  次に掲げる建築物の用途に供する も のでその

用途に供する 部分の床面積の合計が 3, 000 ㎡

を 超える も の 

1)  店舗又は飲食店その他こ れら に類する 用途

に供する も ののう ち政令第 130 条の 5 の 3

で定める も の 

2)  事務所 

3)  ホテル又は旅館 

4)  ボーリ ン グ場、 スケート 場、 水泳場その他

こ れら に類する政令第 130 条の 6 の 2 で定

める 運動施設 

5)  カ ラ オケボッ ク スその他こ れに類する も の 

6)  マージャ ン屋、 ぱちんこ 屋、 射的場、 勝馬

投票券発売所、 場外車券売場その他こ れら

に類する も の 

7)  自動車教習所 

( 3)  大学、 高等専門学校、 専修学校その他こ れら

に類する も のでその用途に供する 部分の床面

積の合計が 30, 000 ㎡を 超える も の 

( 4)  図書館、 博物館その他こ れら に類する も の 

( 5)  病院でその用途に供する 部分の床面積の合計

が 10, 000 ㎡を 超える も の 

( 6)  老人ホーム、 保育所、 福祉ホームその他こ れ

ら に類するも の（ その用途に供する部分の床

面積の合計が、 保育所にあっ ては 1, 600 ㎡を

超える も の、 保育所以外のも のにあっ ては

10, 000 ㎡を 超えるも のに限る 。）  

( 7)  老人福祉セン タ ー、 児童厚生施設その他こ れ

ら に類するも のでその用途に供する部分の床

面積の合計が 10, 000 ㎡を 超える も の 

 

（案）



特定用途制

限地域 

（ Ｂ 森林共

生地区）  

約 

91. 1ha 

以下の建築物を 建築し てはなら ない。  

( 1)  法別表第２ （ ぬ） 項 第一号、 第三号及び第四

号に掲げるも の 

( 2)  次に掲げる建築物の用途に供する も のでその

用途に供する 部分の床面積の合計が 3, 000 ㎡

を 超える も の 

1)  店舗又は飲食店その他こ れら に類する 用途

に供する も ののう ち政令第 130 条の 5 の 3

で定める も の 

2)  事務所 

3)  ホテル又は旅館 

4)  ボーリ ン グ場、 スケート 場、 水泳場その他

こ れら に類する政令第 130 条の 6 の 2 で定

める 運動施設 

5)  自動車教習所 

( 3)  カ ラ オケボッ ク スその他こ れに類する も の 

( 4)  マージャ ン屋、 ぱち んこ 屋、 射的場、 勝馬投

票券発売所、 場外車券売場その他こ れら に類

する も の 

( 5)  劇場、 映画館、 演芸場若し く は観覧場又はナ

イ ト ク ラ ブその他こ れに類する政令第 130 条

の 8 で定める も の 

( 6)  キャ バレ ー、 料理店その他こ れら に類する も

の 

( 7)  個室付浴場業に係る 公衆浴場その他こ れに類

する 政令第 130 条の 9 の 5 で定めるも の 

( 8)  大学、 高等専門学校、 専修学校その他こ れら

に類する も のでその用途に供する 部分の床面

積の合計が 30, 000 ㎡を 超える も の 

( 9)  図書館、 博物館その他こ れら に類する も の 

( 10) 病院でその用途に供する 部分の床面積の合計

が 10, 000 ㎡を 超える も の 

( 11) 老人ホーム、 保育所、 福祉ホームその他こ れ

ら に類するも の（ その用途に供する部分の床

面積の合計が、 保育所にあっ ては 1, 600 ㎡を

超える も の、 保育所以外のも のにあっ ては

10, 000 ㎡を 超えるも のに限る 。）  

( 12) 老人福祉セン タ ー、 児童厚生施設その他こ れ

ら に類するも のでその用途に供する部分の床

面積の合計が 10, 000 ㎡を 超える も の 

 



種 類 面 積 
制 限 す べ き 特 定 の 

建 築 物 等 の 用 途 の 概 要 
備 考 

特定用途制

限地域 

（ Ⅽ居住地

区）  

約 

17. 3ha 

以下の建築物を 建築し てはなら ない。  

( 1)  法別表第２ （ ほ） 項に掲げる も の 
 

合 計 
約 

166. 8ha 
―  

「 種類、 位置及び区域は計画図表示のと おり 」  

理 由 

別紙のと おり  

 



 

別紙 

宇美須恵都市計画 

 

 

理 由 書（ 案）  

 

宇美町では、第７ 次宇美町総合計画及び、宇美町都市計画マスタ ープラ ンに基

づき 、「 と も に創る 自然と にぎわいが融合し たまち・ 宇美」 の実現に向け、 まち

づく り を進めている。  

本町は都市計画における区域・ 区分の定めがなく 、非線引き 用途白地地域では

用途地域による 制限が行われていないために郊外での大規模集客施設や周辺環

境に影響を 及ぼすおそれのある建物の立地が懸念さ れ、 秩序ある 土地利用の実

現が望まれている。そのため、既存市街地周辺で無秩序な開発が想定さ れる場所

において、 特定用途制限地域を指定し 、 秩序ある土地利用を 誘導する。  

特定用途制限地域を 指定する範囲については、 宇美町都市計画マスタ ープラ

ンの土地利用方針に基づき 、 それぞれ以下の実現を 図るも のである。  

 

●Ａ 田園居住地区 

田園と 里山に包まれた良好な田園居住地と し ての土地利用を 維持する。  

 

●Ｂ 森林共生地区 

生態系保護、水源涵養、土砂災害防止などの多面的な機能を 発揮でき るよう 、

今後も 積極的に保全し 森林地と し ての土地利用を 維持する。  

 

●Ｃ 居住地区 

地域特性に応じ て適正な土地利用を誘導する。  

 

 



都市計画の策定の経緯 

宇美須恵都市計画特定用途制限地域の決定（宇美町決定） 

 

事  項 時  期 備 考 

公聴会の原案の閲覧 

 

 

公聴会 

 

福岡県 事前協議 

 

 

都市計画案の縦覧 

 

 

宇美町都市計画審議会 

 

 

福岡県 法定協議 

 

 

都市計画の決定告示 

 

令和 5 年 12 月 15 日～ 

令和 5 年 12 月 28 日 

 

中止 

 

令和 6 年 1 月 12 日～ 

令和 6 年 2 月 9 日 

 

令和 6 年 3 月 11 日～ 

令和 6 年 3 月 25 日 

 

令和 6 年 5 月 1 日 

 

 

令和 6 年 5 月 2 日～ 

令和 6 年 5 月 10 日 

 

令和 6 年 5 月 31 日 

 

２週間 

 

 

公述申出無し 

 

 

 

 

3 件意見提出あり 

 

 

原案のとおり 

承認 

 

 

 

 

 

 

 


